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諫早湾干拓事業の概要

◆諫早湾干拓の概要

諫早湾の干潟・浅海域、3,550ha を閉め切り、

農地・関連施設と調整池を造成する。

干陸面積 942ha (農地造成 816ha)

調整池面積 2,600ha

総事業 約 2,500 億円（当初計画 1,350 億円）

工事終了 2008 年 3 月

◆環境および漁業への影響

諫早湾の閉め切りが、その外側の有明海の
潮流・調整期を弱め、特に有明海奥部で、
赤潮の頻発、低層の貧酸素化がすすんだ。
さらに水質悪化が著しい調整池からの排水
が、赤潮の拡大や底質の泥化に拍車を掛け、
有明海の漁船漁業、採貝漁業、ノリ養殖等
に深刻な漁業被害を与えている。

参考：農水省のウェブサイト：http://www.maff.go.jp/kyusyu/nn/isahaya/outline/outline.html

◆経過

1986/10 諫早湾干拓事業着手

1989 潮受堤防工事着工

1997/ 4 潮受堤防閉め切り → 諫早湾干拓がが全国問題化

2000/12 大規模なノリの色落ち始まる

2001/ 1 漁業者の大規模な抗議行動

農水大臣が「水門開放」に言及

3 ノリ第三者委員会発足、工事中断

8 農水省の「時のアセス」委員会が「事業見直し」

を答申、農水大臣も事業見直しを表明

10 農水省が見直し案（規模縮小のみ）を表明

12 ノリ第三者委員会が中長期にわたる開門調査を提言

2002/ 4 短期開門調査の実施

2003/ 2 「有明海・八代海総合調査評価委員会」発足

4 漁業者が公害調停を申請

2004/ 5 農水大臣が、中長期開門調査の見送りを正式表明

8 佐賀地裁が「諫干工事差し止め」の仮処分決定

2005/ 5 福岡高裁が「諫干工事差し止め」仮処分決定を覆す

8 「公害等調整委員会」が原因裁定の訴えを棄却

9 最高裁が「諫干工事差し止め」仮処分についての

控訴を棄却

2006/ 7 農水省の「時のアセス」委員会が事業継続を容認

2007/11 完工式

2008/ 4 営農開始

2008/ 6 佐賀地裁で「５年にわたる開門」を命じる画期的な勝訴判決

農水省側は、開門のためのアセスを行うとしながら、福岡高裁に控訴

2009/ 4 農水省が、開門調査に関する「環境アセス方法書素案(骨子)」の説明会を開催

弁護団・漁民市民ネットによる段階的開門の提言
2010/12 福岡高裁が「５年にわたる常時開門」を命じる判決。民主党政権がこれを受け入れ、判決確定

2013/12 開門履行期限
2014/ 6 間接強制制裁金支払い開始
2015/11 間接強制制裁金の支払総額が３億円を超える
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諫早湾干拓関連訴訟の経過

1989 年 11 月 諫早湾干拓事業起工式

1993 年 諌早湾内タイラギ漁の休漁の始まり

1997 年 04 月 潮受堤防閉め切り

2000 年 12 月～2001 年 01 月 ノリ歴史的不作

2001 年 12 月 ノリ第三者委員会 短期・中期・長期にわたる「開門調査」を提言

2002 年 04 月 農水省が短期開門調査を実施

2002 年 11 月 佐賀地裁 「よみがえれ訴訟」提訴・仮処分申立

2002 年 11 月 有明特措法公布・施行

2003 年 04 月 公害等調整委員会 漁業者が漁業被害についての原因裁定申請

2004 年 05 月 亀井農水大臣の声明（中長期開門調査は行わず，再生事業を充実させる）

2004 年 08 月 佐賀地裁 工事中止仮処分決定

2005 年 05 月 福岡高裁 工事中止仮処分逆転敗訴

2005 年 08 月 公害等調整委員会 漁業者の原因裁定申請を棄却

2005 年 09 月 最高裁 工事中止仮処分敗訴

2006 年 08 月 長崎地裁 公金支出差し止め住民訴訟提訴

2007 年 09 月 公金結審と国会活動の本格的再開

2008 年 01 月 長崎地裁 公金支出差し止め訴訟 住民敗訴

2008 年 03 月 干拓事業終了

2008 年 04 月 干拓地営農開始

2008 年 05 月 長崎地裁 小長井・大浦訴訟提訴

2008 年 06 月 佐賀地裁 開門判決

2008 年 07 月 農水大臣声明（開門アセスを実施して開門調査を検討）

2009 年 04 月 弁護団・漁民市民ネットによる段階的開門の提言

2009 年 09 月 民主党政権誕生

2010 年 04 月 長崎地裁 小長井・瑞穂・国見訴訟提訴

2010 年 04 月 政府諫干検討委員会が赤松農水大臣に郡司報告書を提出

2010 年 12 月 福岡高裁 開門判決・公金敗訴判決、国側上告せず確定

2011 年 02 月 開門義務履行に関する意見交換会の開始

2011 年 04 月 開門禁止訴訟提訴・仮処分申立

2011 年 06 月 長崎地裁 小長井・大浦訴訟で開門敗訴，損害賠償勝訴

2012 年 12 月 第 2 次安倍内閣誕生

2013 年 11 月 長崎県の農業者などが開門禁止仮処分申し立て

2013 年 12 月 開門履行期限。開門禁止仮処分に対する保全異議の申し立て

2014 年 04 月 佐賀地裁 開門間接強制決定

2014 年 06 月 長崎地裁 開門禁止間接強制決定

2014 年 12 月 佐賀地裁 請求異議 漁業者勝訴

2015 年 01 月 最高裁 間接強制決定

2015 年 03 月 佐賀地裁 開門制裁金増額決定

2015 年 06 月 福岡高裁 開門制裁金増額執行抗告決定

2015 年 09 月 福岡高裁 小長井・大浦訴訟で漁業者全面敗訴

2015 年 10 月 福岡高裁 開門確定判決請求異議訴訟で和解協議の「勧告」

以 上
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諫早湾干拓事業関連の訴訟関係図 2015.10.15 現在

原告：

諫早湾の常時開門を命じた福岡高裁判決

→国（菅直人政権）が受け入れて確定

（２０１０年１２月）

国の判決不履行（２０１３年１２月）

間接強制（国が判決を履行するまで

原告に違約金を支払うこと）

佐賀地裁認める（２０１４年４月）

福岡高裁認める（２０１４年６月）

最高裁認める（２０１５年１月）

H26.6.12から開門するまで一日４５万円の違約金

違約金の増額を求める申立

佐賀地裁、一日９０万円に増額を認める（2015.3）

福岡高裁、同じく認める（2015.6）

現在、最高裁に抗告

＜諫早湾の常時開放を求める漁業者＞ ＜開門に反対する一部住民＞

開門差し止め訴訟

（長崎地裁：２０１１年４月提訴）

開門派補助参加

１．開門差し止めを認める

仮処分決定

（２０１３年１１月）

２．本訴は 2015.6.16 結審

11.10 判決予定

＜開門を先送りする国＞

仮処分決定を不服として

国が保全異議申請

（長崎地裁）

開門差し止め訴訟と同日(11.10)決定文

交付予定

確定判決の執行停止を求める

１．強制執行停止申立

・・・仮処分的性格

２．請求異議訴訟

・・・本訴的性格

間接強制申立

（開門した場合、国に制裁金を課すこと）

長崎地裁認める（２０１４年６月）

福岡高裁認める（２０１４年７月）

最高裁認める （２０１５年１月）

小長井・大浦訴訟（第１陣）

2011.6 長崎地裁判決

即時開門は棄却したが損害賠償は一部認める。

→ 原告、被告とも福岡高裁に控訴

→ 2015.9.7 福岡高裁で原告敗訴 → 最高裁へ上告

１は福岡高裁が棄却

（２０１４年６月）

２は佐賀地裁棄却

（２０１４年１２月）

2015 年 1月 福岡高裁へ控訴

現在も係争中

（2015.10.26 第 4回期日）

小長井・瑞穂・国見訴訟（第２陣以降～）2010 年 3 月提訴 長崎地裁で係争中
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資料７．2015 年 9 月 7 日福岡高裁（小長井大浦裁判控訴審）
判決（全文）から「付言」の部分

資料７．2015 年 9 月 7 日福岡高裁（小長井大浦裁判控訴審）
判決（全文）から「付言」の部分
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